
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正 

する省令（陶磁器工業製品製造職種）案について（概要） 

 

令 和 ７ 年 ７ 月 

出 入 国 在 留 管 理 庁  

厚生労働省人材開発統括官 

１ 改正の趣旨 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年法律第89号。

以下「法」という。）の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護

に関する法律施行規則（平成28年法務省・厚生労働省令第３号。以下「規則」という。）は、

別表第１において技能実習評価試験を、別表第２において第２号技能実習及び第３号技能実習

を行うことができる職種及び作業（以下「移行対象職種・作業」という。）を掲げているとこ

ろ、今般、陶磁器工業製品製造職種について、タイル製造作業を陶磁器工業製品製造技能評価

試験の対象に追加するとともに、移行対象職種・作業としてタイル製造作業を追加するもの。 

 

２ 改正の概要 

規則別表の該当部分をそれぞれ次のように改正する。（下線部が改正箇所） 

【別表第１】（技能実習評価試験） 

 ６ その他 

職種 作業 試験 試験実施者 

陶磁器工業製品製造 機械ろくろ成形作業 陶磁器工業製品製造技

能評価試験 

一般財団法人日本陶

業連盟 圧力鋳込み成形作業 

パッド印刷作業 

タイル製造作業 

 

【別表第２】（移行対象職種・作業） 

７ その他 

職種 作業 

陶磁器工業製品製造 機械ろくろ成形作業 

圧力鋳込み成形作業 

パッド印刷作業 

タイル製造作業 

 

３ 根拠法令 

法第８条第２項第６号及び第９条第２号（法第11条第２項において準用する場合を含む。） 

 

４ 施行期日等 

公布日  令和８年４月頃（予定） 

施行期日 公布日 


